
第５８号議案 

   足立区特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担

に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２９年６月９日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   足立区特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担

に関する条例の一部を改正する条例 

 足立区特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関

する条例（平成２７年足立区条例第３７号）の一部を次のように改正す

る。 

 第５条第１項第２号中「得た額」の次に「。ただし、別表第４Ｂの項

中「９，０００円」とあるのは「０円」と、「６，０００円」とあるの

は「０円」とする。」を加え、同条第２項中「３，５００円」とあるの

は「０円」と」の次に「、同表Ｄ４の項中「１２，６００円」とあるの

は「６，０００円」と、「１２，４００円」とあるのは「６，０００

円」と、「１２，１００円」とあるのは「６，０００円」と、同表Ｄ５

の項中「１４，６００円」とあるのは「６，０００円」と、「１４，４

００円」とあるのは「６，０００円」と、「１４，１００円」とあるの

は「６，０００円」と、「１３，９００円」とあるのは「６，０００

円」と」を、「３，１００円」とあるのは「０円」と」の次に「、同表

Ｄ５の項中「１３，１００円」とあるのは「６，０００円」と、「１２，

９００円」とあるのは「６，０００円」と、「１２，７００円」とある

のは「６，０００円」と、「１２，５００円」とあるのは「６，０００

円」と」を、「６，０００円」とあるのは「０円」と」の次に「、同表

Ｄ２の項中「１２，３００円」とあるのは「６，０００円」と、「１２，

１００円」とあるのは「６，０００円」と、同表Ｄ３の項中「１４，４



００円」とあるのは「６，０００円」と、「１４，２００円」とあるの

は「６，０００円」と」を加え、「９，２５０円」を「９，０００円」

に、「９，１５０円」を「９，０００円」に、「７，７５０円」を「６，

０００円」に、「７，６５０円」」を「６，０００円」と、同表Ｄ５の

項中「２２，１００円」とあるのは「９，０００円」と、「２１，７０

０円」とあるのは「９，０００円」と、「１９，１００円」とあるのは

「６，０００円」と、「１８，８００円」とあるのは「６，０００円」

と、同表Ｄ６の項中「２４，７００円」とあるのは「９，０００円」と、

「２４，３００円」とあるのは「９，０００円」と、「２１，７００

円」とあるのは「６，０００円」と、「２１，３００円」とあるのは

「６，０００円」と、同表Ｄ７の項中「２７，３００円」とあるのは

「９，０００円」と、「２６，８００円」とあるのは「９，０００円」

と、「２４，３００円」とあるのは「６，０００円」と、「２３，９０

０円」とあるのは「６，０００円」」に改める。 

 第６条第２項中「１６，１００円」を「１４，１００円」に、「７，

５５０円」を「３，０００円」に改める。 

 別表第６Ｃ１の項中「１６，１００円」を「１４，１００円」に改め

る。 

 別表第７中 

「 

Ｂ階層、Ｃ階層及びＤ階

層第１階層から第１４階

層までの階層に属する世

帯 

別表第１、別表第２又は別表第

３に定める額に０．５を乗じて

得た額 

 

  を 

                              」 

「 

Ｂ階層 ０円  

Ｃ階層及びＤ階層第１階 別表第１、別表第２又は別表第  



層から第１４階層までの

階層に属する世帯 

３に定める額に０．５を乗じて

得た額 

  に 

                              」 

改める。 

 別表第８Ｂの項中「１，５００円」を「０円」に改める。 

 別表第９Ｂの項中「１，５００円」を「０円」に改め、同表Ｃ１の項

中「８，０５０円」を「７，０５０円」に改める。 

   付 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の足立区特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用

者負担に関する条例の規定は、平成２９年４月分以後の利用者負担額

について適用し、平成２９年３月分までの利用者負担額については、

なお従前の例による。 

 

 （提案理由） 

 子ども・子育て支援法施行令の改正に伴い、利用者負担額を改定する

必要があるので、この条例案を提出いたします。 


